
Title 内山正熊著『國際政治學序說』
Sub Title M. Uchiyama : An introduction to the study of international politics
Author 中澤, 精次郞(Nakazawa, Seijirō)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1953

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.26, No.1 (1953. 1) ,p.64- 66 

JaLC DOI
Abstract
Notes 紹介と批評
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19530115-0064

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


紹
介
と
批
評

｝紹
介
と
批
評

内
山
正
熊
著

『
國
際
政
治
學
序
説
」

　
現
下
の
諸
々
の
政
治
問
題
ー
箪
に
國
内
的
な
問
題
ば
か
り
で
な
く
、
か
つ

て
は
そ
の
庭
理
を
政
府
・
外
交
官
に
、
無
條
件
的
に
託
し
た
で
あ
ろ
う
檬
な
封

外
的
な
問
題
に
封
す
る
國
民
一
般
の
關
心
の
増
大
、
そ
れ
は
、
民
主
主
義
的
理

念
を
政
治
生
活
の
指
導
原
理
と
す
る
限
り
、
當
然
の
傾
向
で
は
あ
る
。
し
か
し

同
時
に
、
そ
う
云
つ
た
關
心
が
、
た
と
え
一
見
、
國
内
的
と
も
み
え
る
問
題
の

場
合
に
お
い
て
す
ら
も
筒
、
合
理
的
な
實
践
的
態
度
乃
至
方
向
を
、
從
つ
て
問

題
の
解
答
を
求
め
て
行
く
限
り
、
國
際
情
勢
に
關
す
る
何
ん
ら
か
の
見
解
を
前

提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
檬
な
事
態
の
存
在
に
よ
つ
て
、
強
く
支
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
注
目
さ
れ
よ
う
。
勿
論
、
か
か
る
事
態
は
、
敗
戦
に
よ
る
日
本
の
國

際
的
地
位
の
顛
落
に
よ
つ
て
、
切
實
に
感
知
さ
れ
る
に
至
つ
て
は
い
る
が
、
資

本
主
義
的
國
民
脛
濟
を
基
盤
と
す
る
近
代
民
族
國
家
が
、
國
際
杜
會
の
一
員
と

し
て
不
可
避
的
に
入
り
こ
ま
ざ
る
を
得
な
い
恒
常
的
な
關
係
、
し
か
も
民
族
國

家
の
基
盤
で
あ
る
資
本
主
義
脛
濟
の
濁
占
資
本
主
義
的
獲
展
段
階
に
お
け
る
國

際
關
係
の
生
成
に
基
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
今
日

の
國
際
肚
會
は
、
所
謂
「
二
つ
の
世
界
」
に
分
裂
し
、
從
つ
て
一
面
、
國
際
關

係
は
箪
純
化
さ
れ
る
と
同
時
に
他
面
、
そ
れ
だ
け
に
又
、
職
雫
へ
の
よ
り
以
上

六
四

（
六
四
）

の
危
機
が
ひ
そ
ま
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
こ
う
し
た
環
境
は
、
國
際
關
係
乃
至

國
際
政
治
の
正
し
い
認
識
を
我
々
に
彊
く
要
求
し
て
來
た
。
し
か
し
、
そ
う
云

つ
た
要
求
を
瀟
し
得
る
檬
な
研
究
は
、
必
ず
し
も
多
く
は
な
く
、
職
後
、
出
版

さ
れ
た
も
の
の
内
で
主
な
書
物
と
し
て
は
、
神
川
彦
松
著
「
國
際
政
治
學
概
論
」

（
昭
和
二
五
年
）
と
前
芝
確
三
著
「
國
際
政
治
論
」
　
（
昭
和
二
七
年
）
と
が
墨

げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
今
日
、
　
「
國
際
政
治
學
序
論
」
の
刊
行
を
み
た
こ
と

は
、
甚
だ
意
昧
深
い
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
内
山
正
熊
助
教
授
の
「
國
際
政
治
學
序
説
」
は
、
全
部
で
八
章
か
ら
成
り
、

ユ
、
れ
ぞ
れ
の
表
題
は
、
第
一
章
國
際
政
治
の
主
題
、
第
二
章
國
際
政
治
の
封
象

領
域
、
第
三
章
國
際
政
治
學
の
方
法
、
第
四
章
國
際
政
治
の
基
盤
、
第
五
章
國

際
政
治
の
根
本
原
理
、
第
六
章
國
際
政
治
の
基
調
、
第
七
章
國
際
政
治
の
現
實

i
権
力
闘
雫
と
し
て
の
國
際
政
治
、
第
八
章
國
際
政
治
の
理
念
と
な
つ
て
い

る
。
本
書
を
紹
介
す
る
に
あ
た
り
、
・
て
れ
は
内
容
的
に
み
で
、
一
懸
三
つ
の
部
分

に
分
ち
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
の
部
分
は
、
國
際
政
治
の
課
題
と
國
際
政
治
學
と
し
て
の
研
究
封
象
及

び
方
法
に
關
す
る
第
一
章
、
第
二
章
及
び
第
三
章
で
あ
る
。
著
者
は
先
ず
、
國

際
政
治
と
は
「
軍
に
理
念
的
な
要
請
に
茅
く
も
の
で
は
な
く
、
現
實
的
な
世
界

構
造
の
饗
化
に
よ
る
と
こ
ろ
の
國
際
池
會
脛
濟
の
根
本
的
要
請
に
基
く
」
（
三

頁
）
、
い
わ
ば
歴
史
的
必
然
に
基
い
た
國
際
祉
會
の
政
治
現
象
で
あ
る
と
み
る
。

・
で
し
て
、
現
下
の
國
際
政
治
の
研
究
が
二
つ
の
課
題
「
職
宰
か
平
和
か
」
に
當

面
し
て
い
る
こ
と
、
國
際
政
治
學
の
研
究
領
域
は
、
職
雫
す
な
わ
ち
「
率
直
に

パ
ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ヅ
ク
ス
」
に
限
定
す
べ
き
添
、
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
李
和
の
問
題
」
は
、
か
か
る
研
究
成
果
に
墓
い
て
の
み
現

實
的
な
解
答
を
得
よ
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。
次
い
で
、
著
者
は
、
國
際
政
治
學
の



封
象
は
、
國
内
政
治
と
は
稽
々
趣
を
異
に
す
る
國
際
政
治
の
領
域
で
あ
る
こ
と
、

そ
れ
は
從
來
の
外
交
と
云
つ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
包
含
し
つ
つ
も
筒
、
そ
れ
と
は

別
個
の
家
元
に
お
い
て
威
立
す
る
領
域
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
、
研
究
方
法
に

言
及
し
、
更
に
、
國
際
政
治
學
は
、
新
し
い
學
問
で
あ
る
こ
と
の
絶
え
ざ
る
自

畳
と
、
そ
の
た
め
の
謙
虚
な
態
度
と
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
を
彊
調
す
る
。
こ

こ
で
注
目
さ
れ
よ
う
黙
は
、
一
般
政
治
學
に
封
し
て
「
特
に
國
際
政
治
を
研
究

封
象
と
す
る
國
際
政
治
學
と
云
う
特
殊
部
門
」
（
四
一
頁
）
へ
の
主
張
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
「
政
治
的
現
實
と
政
治
的
贋
値
と
の
交
錯
領

域
に
於
て
國
際
政
治
學
は
成
立
す
る
」
（
四
七
頁
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
自
身
は
差
當
つ
て
の
問
題
と
は
な
ら
な
い
が
、
む
し
ろ
そ
の
檬
な
國
際
政
治

學
の
封
象
と
し
て
著
者
の
把
え
た
事
象
そ
の
も
の
が
、
實
は
飽
く
ま
で
も
歴
史

的
な
も
の
で
あ
る
瓢
に
問
題
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
か
か
る
事
象
を
主
と
し

て
肚
會
學
的
方
法
從
つ
て
普
遍
化
的
方
法
の
下
に
庭
理
す
る
こ
と
は
、
國
際
政

治
學
を
歴
史
研
究
の
一
部
門
ー
た
と
え
ば
從
來
の
外
交
史
ー
に
還
元
さ
れ

て
い
た
の
で
は
、
未
解
決
の
ま
ま
に
残
さ
れ
る
と
著
者
の
考
え
た
「
現
在
の
國

際
批
會
の
構
造
、
國
際
政
治
の
舞
豪
に
於
け
る
行
動
標
式
、
列
國
の
彊
弱
優
劣

階
暦
組
織
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
カ
に
封
す
る
正
當
な
槍
討
」
（
四
八
頁
）
に
、

満
足
す
べ
き
解
答
を
與
え
得
る
も
の
と
は
な
り
得
ぬ
の
で
は
な
か
ろ
5
か
。

　
第
二
の
そ
れ
は
、
第
四
章
、
第
五
章
、
第
六
章
及
び
第
七
章
か
ら
な
る
。
こ

の
部
分
は
本
書
の
主
要
部
分
に
あ
た
つ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
第
二
の
部
分
と

し
て
取
扱
う
の
は
稽
々
包
括
的
な
嫌
い
が
な
く
も
な
い
が
、
と
も
か
く
そ
の
概

要
を
記
し
て
み
よ
う
。
先
ず
國
際
政
治
の
展
開
さ
れ
る
墓
盤
、
す
な
わ
ち
國
際

肚
會
の
構
成
主
膿
が
主
灌
國
家
特
に
主
鰹
的
民
族
國
家
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も

そ
れ
ら
が
、
所
謂
大
國
と
小
國
と
に
分
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
國
際
肚
會
は
李

紹
介
と
批
評

面
的
で
は
な
く
階
層
的
に
構
成
さ
れ
、
「
統
一
的
法
的
契
機
よ
り
封
立
的
實
力

的
契
機
が
優
越
す
る
」
　
（
五
八
頁
）
パ
ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ヅ
ク
ス
の
世
界
で
あ

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
著
者
は
、
國
際
杜
會
に
お
け
る
灌
力
の

内
的
構
造
と
國
際
政
治
の
基
本
形
式
に
鰯
れ
、
次
い
で
章
を
改
め
て
、
國
際
政

治
の
モ
チ
ー
フ
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
帝
國
主
義
の
現
實
主
義
的
基
調
と
、

國
際
主
義
の
理
想
主
義
的
基
調
の
あ
る
こ
と
、
國
際
主
義
の
反
封
概
念
で
あ
る

と
み
ら
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
國
家
主
義
・
國
民
主
義
）
と
は
、
國
家
主
義

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
更
ら
に
國
民
主
義
I
I
民
族
國
家
主
義
を
歴
史
的
に
、

政
治
・
脛
濟
的
な
覗
黙
か
ら
考
察
し
つ
つ
（
第
六
章
第
三
節
）
、
國
民
主
義
は
、

必
ず
し
も
「
國
際
主
義
の
決
し
て
野
蹄
的
イ
ズ
ム
で
は
な
く
、
そ
の
封
立
の
面

と
共
に
補
足
の
面
の
あ
る
こ
と
を
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
」
（
一
六
三
頁
）

と
結
論
し
次
い
で
、
権
力
獲
傅
闘
孚
と
し
て
の
現
實
的
政
治
は
、
灌
力
の
維
持
・

増
大
・
誇
示
の
三
つ
の
形
態
を
と
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
こ
れ
に
封
鷹
す

る
現
實
的
政
策
・
帝
國
主
義
・
示
威
政
策
に
考
察
を
加
え
て
い
る
（
第
七
章
）
。

こ
こ
で
は
、
先
ず
帝
國
主
義
の
脛
濟
的
國
民
主
義
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
著
者
に
よ
る
と
、
「
封
他
的
自
己
主
張
」
（
二
二

六
頁
）
を
本
質
と
す
る
國
民
主
義
は
、
政
治
的
イ
ズ
ム
と
し
て
主
張
さ
れ
た
段

階
に
お
い
て
は
、
そ
れ
自
身
封
立
的
契
機
を
含
み
な
が
ら
も
筒
、
國
際
主
義
に

裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
健
全
な
生
長
を
途
げ
た
こ
と
、
し
か
る
に
、
國

民
主
義
生
成
の
祉
會
脛
濟
的
基
礎
で
あ
る
資
本
主
義
の
濁
占
資
本
主
義
的
段
階

へ
の
畿
展
に
よ
り
、
「
過
剰
生
産
恐
慌
の
悪
夢
」
（
一
八
二
頁
）
に
つ
き
ま
と
わ

れ
て
、
國
民
主
義
は
、
「
國
外
進
出
の
國
家
的
膨
脹
本
能
を
抑
制
」
（
一
八
四
頁
）

せ
ず
に
、
「
濁
占
資
本
主
義
の
帝
國
主
義
的
稜
展
要
求
に
乗
ぜ
ら
れ
」
（
一
八
四

頁
）
た
も
の
と
把
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
著
者
は
、
他
方
に
お
い
て
ソ
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
　
　
（
六
五
）



紹
介
と
批
評

イ
エ
ト
・
・
シ
ヤ
の
蜀
外
政
策
を
、
帝
國
主
義
の
一
類
型
と
し
て
「
文
化
的
帝

國
主
義
」
と
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
お
い
て
、
帝
國
主
義
を
脛

濟
的
國
民
主
義
と
規
定
し
な
が
ら
も
筒
、
他
方
に
お
い
て
、
帝
國
主
義
一
般
の

概
念
を
求
め
よ
う
と
す
る
所
に
、
現
代
國
際
政
治
の
も
つ
個
性
、
箪
的
に
は
帝

國
主
義
の
歴
史
性
を
全
く
捨
象
し
て
し
ま
う
高
贋
な
犠
牲
が
、
徒
ら
に
彿
わ
れ

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

　
第
三
の
部
分
と
し
て
は
、
第
八
章
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
こ
で
は
、
國
際
主

義
の
理
念
止
し
て
國
際
王
義
と
世
界
主
義
を
取
上
げ
、
爾
者
は
正
し
く
は
匠
別

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
脛
濟
的
國
民
主
義
が
、
そ
の
本
來
の
あ
る

べ
き
姿
へ
と
、
資
本
主
義
か
ら
訣
別
す
る
な
ら
ば
、
國
際
主
義
は
、
國
際
政
治

の
理
念
と
し
て
眞
に
李
和
を
招
來
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
こ
の
場
合
「
租
國
を

否
定
し
、
國
家
國
民
の
制
約
を
離
れ
て
、
人
類
國
境
を
超
え
た
所
の
共
通
の
地

盤
に
於
て
個
人
の
世
界
的
結
合
を
な
さ
ん
と
す
る
」
（
二
一
六
頁
）
世
界
主
義

は
、
　
「
早
喫
の
花
で
あ
る
」
　
（
二
一
九
頁
）
と
断
定
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
本
書
を
概
観
し
て
、
そ
の
特
色
は
、
國
民
主
義
を
基
軸
と
し
て
現
代

の
國
際
關
係
乃
至
國
際
政
治
の
考
察
を
展
開
し
て
い
る
黙
に
み
ら
れ
る
が
、
又

か
か
る
考
察
は
、
國
民
主
義
が
そ
の
脛
濟
的
覗
馳
か
ら
、
歴
史
的
に
把
ら
え
ら

れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
十
分
な
成
果
を
牧
め
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

勿
論
、
こ
の
檬
な
本
書
の
把
握
は
、
あ
る
い
は
著
者
の
意
圏
か
ら
離
れ
て
い
る

か
も
知
れ
な
い
。
方
法
論
的
問
題
に
つ
い
て
は
筒
検
討
し
て
み
た
い
と
は
思
つ

て
い
る
が
、
一
懸
》
、
の
檬
に
み
た
と
し
て
も
、
現
下
の
國
際
關
係
乃
至
國
際
政

治
に
お
け
る
問
題
性
を
明
ら
か
に
し
、
又
一
つ
の
手
懸
り
を
興
え
る
も
の
と
し

て
、
本
書
は
高
く
詳
債
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
。
　
（
三
和
書
房
、
ニ

ニ
一
頁
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
澤
精
次
郎
）

≦
●
H
。
。
｝
国
z
乞
身
o
oQ

六
六

（
六
六
）

勺
困
z
o
賠
■
塁
O
悔
ピ
o
o
卜
b
O
O
〈
国
閑
z
冒
国
z
目
一
距
≦

“

ソ
ェ
ニ
ン
グ
ス

（
o
o
鼠
①
P
）

『
地
方
行
政
法
論
』
（
三
版
）

　
一
　
著
者
ω
岸
≦
」
く
曾
器
暮
ぎ
鴨
は
我
が
國
に
お
い
て
も
廣
く
知

ら
れ
た
英
國
公
法
學
界
の
重
鎭
で
あ
る
。
彼
は
憲
法
・
行
政
法
の
領
域
に
多
く

の
著
述
を
公
に
し
て
い
る
が
、
な
か
で
も
、
、
さ
お
ピ
即
名
”
冨
α
芹
①
0
9
5
菖
－

一
暮
凶
o
F
α
ぎ
旨
9
0
0
お
ヨ
巨
9
詳
　
は
と
く
に
有
名
で
あ
る
。
彼
は
、
バ

ジ
オ
ヅ
ト
・
ア
ン
ソ
ン
・
ダ
イ
シ
イ
の
三
大
著
述
の
う
ち
に
み
ら
れ
な
か
つ
た

方
法
を
も
つ
て
、
公
法
分
野
の
研
究
を
お
こ
な
つ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
彼
の

特
色
の
も
つ
と
も
著
し
く
顯
わ
れ
て
い
る
部
分
は
、
行
政
灌
お
よ
び
行
政
法
關

係
の
事
項
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
・
ブ
ソ
ン
と
と
も
に
、
行

政
法
に
か
ん
し
頗
る
進
歩
的
な
意
見
を
の
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
、
英
國

行
政
法
の
護
達
に
重
要
な
る
役
割
を
は
た
し
た
も
の
は
、
地
方
行
政
關
係
の
諸

法
で
あ
る
、
と
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
諸
法
を
著
者
は
い
か
に
読
明
す
る

で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
本
書
を
通
し
て
、
英
國
行
政
法
の
一
端
を
窺
い
得
る
と

と
も
に
、
ま
た
、
ジ
ニ
ニ
ン
グ
ス
が
行
政
法
に
封
し
て
、
ど
の
よ
う
な
思
想
を

も
つ
て
い
る
か
を
知
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
あ
え
て
本
書
を
紹
介
し
よ
う

と
す
る
動
機
で
あ
る
。


